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１ 

議案第２２号 

 

   境港市社会教育委員の委嘱について 

 

 

 社会教育法（昭和24年法律第207号）第15条の規定により、別紙のとおり委嘱する。 

 

 

     令和 ４ 年 ５ 月３０日 提出 

 

 

                   境港市教育委員会 

 

  



２ 

別紙 

 

任期：R3.7.1～Ｒ5.6.30

氏　　名 職名・役職 備考

1 足立　光枝 境港市女性団体連絡協議会長

2 遠藤　恵子 境港更生保護女性会長

3 村上　陽生
日本棋院境港支部　支部長

（境港市文化協会理事）

4 大池　明 海とくらしの史料館　館長

5 遠藤　緑 鳥取短期大学助教授（国際文化交流学科）

6 足立　かおる 外江地区民生児童委員

7 長谷川　伸 青少年育成境港市民会議会長

8 金津　唯可
学識経験者

（元第二中学校校区地域学校コーディネーター）
（元中浜公民館　公民館運営審議委員）

9 渡部　雅之
境港市立第三中学校長
（境港市中学校長会）

10 松篠　利
境港市立中浜小学校ＰＴＡ会長
（境港市小学校ＰＴＡ連合会）

新規

11 藤本　晋也
境港市誠道公民館長

（境港市公民館連絡協議会）
新規

12 岩佐　美幸 ＮＰＯ法人　穂のしらべ

13 植田　伸一
境港市立中浜小学校長
（境港市小学校長会）

新規

14 増岡　茂 境港市スポーツ推進委員協議会長

15 山田　哲男
境地区自治連合会長
（境港市自治連合会）

境港市社会教育委員



３ 

主 な 内 容 

１ 境港市社会教育委員の委嘱 

  異動に伴い新規で委員を委嘱する。 

 

２ 任期 

  令和４年６月１日から令和５年６月３０日まで 

 

３ 根拠法令 

社会教育法（抜粋） 

 （社会教育委員の設置） 

第15条 都道府県及び市町村に社会教育委員を置くことができる。 

２ 社会教育委員は、教育委員会が委嘱する。 

（以 下 省 略） 

 

 

 境港市社会教育委員条例（抜粋） 

（設置） 

 第１条 社会教育法（昭和24年法律第207号）第15条の規定に基づき境港市社会教育委員（以

下「委員」という。）を置く。 

 （社会教育の定義） 

 第２条 この条例で社会教育とは、学校教育法（昭和22年法律第26号）に基づき、学校の

教育課程として行われる教育活動を除き、主として成人、青少年に対して行われる組織

的な教育活動（体育及びレクリエーションの活動を含む。）をいう。 

 （社会教育委員の職務） 

 第３条 社会教育委員は、おおむね次の職務を行う。 

 （１）社会教育に関する諸計画を立案すること。 

 （２）定時又は臨時に会議を開き、教育委員会の諮問に応じ、これに対して意見を述べ助

言すること。 

 （３）第２号の職務を行うために必要な調査研究を行うこと。 

 （定数） 

 第４条 委員の定数は、15人とし、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資

する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から教育委員会が委嘱する。 

 （任期） 

 第５条 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠として委嘱された委員の任期は、前任

者の残任期間とする。 

 ２ 委員は、再任されることができる。 

（以 下 省 略） 



４ 

議案第２３号 

 

   境港市学校給食センター運営委員会委員の委嘱について 

 

 境港市学校給食センター設置条例（平成27年境港市条例第９号）第４条の規定により、別

紙のとおり委嘱する。 

 

 

     令和 ４ 年 ５ 月３０日 提出 

 

 

                   境港市教育委員会 

 

  



５ 

別紙 

 

令和４年度境港市学校給食センター運営委員会委員名簿 

 
区分 役職名等 

氏名 

（敬称略） 
備考 

1 公募による市民 元学校教員 宮本 剛志  

2 境港市立の小学

校及び中学校の

校長 

境港市立外江小学校校長 松尾 忠光  

3 境港市立第三中学校校長 渡部 雅之  

4 

学校給食を受け

る児童及び生徒

の保護者 

小学校ＰＴＡ連合会会長 松篠 利 新規 

5 中浜小学校ＰＴＡ副会長  伊藤 裕樹 新規 

6 中学校ＰＴＡ連合会会長 新和 賢 新規 

7 第二中学校ＰＴＡ副会長 昆陽 由美 新規 

8 
関係行政機関の

職員 

鳥取県西部総合事務所米子保健所 

生活安全課長 
梁川 直宏 新規 

9 

識見を有する者 

元境港市教育委員 永井 美央  

10 元学校給食調理員 渡邉 洋子  

任     期：令和３年８月１日から令和５年７月３１日まで（２年間） 

※新委員の任期：令和４年６月１日から令和５年７月３１日 

 

 

                   

 

 



６ 

主 な 内 容 

 

１ 境港市学校給食センター運営委員会委員の委嘱 

  異動に伴い新たに委員を委嘱する。 

 

２ 任期 

  令和４年６月１日から令和５年７月３１日まで 

 

３ 根拠法令 

境港市学校給食センター設置条例（抜粋） 

 （運営委員会） 

第４条 法第138条の４第３項の規定に基づき、境港市学校給食センター運営委員会（以下

「運営委員会」という。）を置く。 

２ 運営委員会は、境港市教育委員会（以下「教育委員会」という。）の諮問に応じ、学校

給食に関する重要な事項を審議し、その意見を答申する。 

３ 運営委員会は、10名以内の委員をもって組織し、教育委員会が委嘱する。 

４ 委員の任期は２年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残

任期間とする。 

（以 下 省 略） 

 

  境港市学校給食センター設置条例施行規則（抜粋） 

 （運営委員会の委員） 

 第５条 条例第４条第１項の境港市学校給食センター運営委員会（以下「運営委員会」と

いう。）の委員は、次に掲げる者のうちから委嘱する。 

 （１）公募による市民 

 （２）境港市立の小学校及び中学校の校長 

 （３）学校給食を受ける児童及び生徒の保護者 

 （４）関係行政機関の職員 

 （５）識見を有する者 

 （以 下 省 略） 



７ 

議案第２４号 

 

   境港市青少年育成センター運営協議会委員の委嘱について 

 

 境港市青少年育成センター条例（平成 10年境港市条例第７号）第５条の規定により、別

紙のとおり委嘱する。 

 

 

     令和 ４ 年 ５ 月３０日 提出 

 

 

                   境港市教育委員会 

  



８ 

 

留任
新任

氏　　　名 所　属　団　体　名 就任日

1 　長谷川  伸　 　県民会議青少年育成推進指導員・青少年育成境港市民会議会長 H25.6.1～

2 　阿部  宏之   余子地区部会長・青少年育成境港市民会議副会長 H25.6.1～

3 　門脇  哲也 　鳥取県青少年健全育成協力員 H25.6.1～

4   山本　淳一 　境港市教育委員会教育長 R4.6.1～

5 　河岡　雅 　第二中学校ＰＴＡ生徒指導部長 R4.6.1～

6 　松篠　利 　中浜小学校ＰＴＡ会長 R4.6.1～

7 　山根　真一   境高等学校ＰＴＡ会長 R4.6.1～

8 　澤西　知子   境高等学校教頭 R4.6.1～

9 　安達　和哉 　小教研生徒指導部副部長（境小学校） R4.6.1～

10 　山根　昌幸 　中教研生徒指導部（第二中学校） R4.6.1～

11 　松下　美智弘  　境地区部会長 R4.6.1～

12 　加藤　大輔 　境港青年会議所理事長 R4.6.1～

13 　田中　友一郎 　境港警察署生活安全刑事課生活安全・相談係長 R3.6.1～

14 　八木橋  柳一   境港市少年健全育成指導員等連絡会会長 H26.6.1～

15 　植田  建造 　境公民館長 H30.6.1～

16 　干山  浩一 　境港市スポーツ少年団　（元　誠道スポーツ少年団） H27.6.1～

17 　戸田  隆久   鳥取県青少年健全育成協力員 H28.6.1～

計17名

任期：令和４年６月１日～令和５年５月３１日

※小学校ＰＴＡ会長　 →中浜→余子→上道

（単Ｐ会長）　　　　　→境→外江→渡→        (一年交代)

　小教研生徒指導部　　　担当校 (小教研生徒指導部担当の先生)

※中学校ＰＴＡ生徒指導部長　　一中→二中→三中→   (一年交代)

　中教研生徒指導部　　　　　　担当校　(中教研生徒指導部会担当の先生)　  

※高等学校ＰＴＡ会長　　　総合⇔境  (一年交代)

　高等学校　副校長or教頭　　総合⇔境  (一年交代)

※地区部会長          小教研生徒指導部担当校の地区部会長

令和４年度　青少年育成センター運営協議会委員



９ 

主 な 内 容 

 

１ 境港市青少年育成センター運営協議会委員の委嘱 

  任期満了に伴い新たに委員を委嘱する。 

 

２ 任期 

  令和４年６月１日から令和５年５月３１日まで 

 

３ 根拠法令 

境港市青少年育成センター条例（抜粋） 

 （運営協議会） 

第５条 センターの業務に関する基本計画を協議するため、センター運営協議会（以下「協

議会」という。）を置く。 

２ 協議会は、委員18人以内をもって組織する。 

３ 委員は、教育、児童福祉、警察等関係行政機関の組織及び関係団体の代表者並びに学

識経験を有する者のうちから教育委員会が任命し、又は委嘱する。 

４ 委員の任期は、２年とし、再任は妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の

残任期間とする。 

５ 協議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。 

６ 会長は、会務を総理する。 

７ 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指定する委員がそ

の職務を行う。 

（以 下 省 略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



１０ 

議案第２５号 

 

  境港市民交流センター条例施行規則の一部を改正する規則の制定について 

 

 

境港市民交流センター条例施行規則の一部を改正する規則を別紙のとおり制定する。 

 

 

     令和 ４ 年 ５ 月３０日 提出 

 

                   境港市教育委員会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



１１ 

境港市民交流センター条例施行規則の一部を改正する規則 

 

 境港市民交流センター条例施行規則（令和３年境港市教育委員会規則第２号）の一部を次

のように改正する。 

 別表中 

「 

ホール舞台設備 演台 １台 350 

花台 １台 200 

司会者台 １台 350 

プログラムスタンド １台 70 

指揮者台 １台 200 

指揮者用譜面台 １台 100 

演奏者用譜面台 １台 50 

平台 １枚 100 

箱馬 １台 20 

開き足 １台 50 

金屏風 １双 1,050 

緋毛氈 １枚 210 

上敷 １枚 170 

地絣 １枚 1,040 

音響反射板 １式 3,300 

国旗・市旗 １式 120 

紗幕 １張 970 

ヘイズマシン １台 2,040 

ホール照明設備 

 

 

 

 

 

サスペンションスポットライト １台 150 

シーリングスポットライト １台 150 

フロントサイドスポットライト １台 150 

フライギャラリーライト １台 150 

ピンスポットライト １台 1,650 

ボーダーライト １列 1,000 



１２ 

 

 

 

 

 

ロアーホリゾントライト １列 1,090 

アッパーホリゾントライト １列 1,100 

移動用スポットライト（１ｋｗ未満） １台 160 

〃    （１ｋｗ以上） １台 220 

ミラーボール １台 550 

ゴボローテーター １台 200 

種板 １個 100 

カラーフィルター １枚 20 

ホール音響設備 拡声装置 １式 2,200 

舞台袖音響卓 １台 300 

移動型スピーカー １式 550 

フロアモニタスピーカー １台 550 

ワイヤレスマイク装置 １台 1,100 

ワイヤレスマイク １本 520 

コンデンサマイク １本 660 

ダイナミックマイク １本 440 

マイクスタンド（床上） １台 160 

マイクスタンド（卓上） １台 120 

三点吊りマイク １式 880 

音響関係回路 １回路 100 

ＣＤプレーヤー １台 550 

メモリー／ＣＤレコーダー １台 850 

                                  」を 

「 

ホール舞台設備 

 

 

演台 １台 350 

花台 １台 200 

司会者台 １台 350 

プログラムスタンド １台 70 

ピアノ（スタインウェイ D-274） １台 8,000 

ピアノ（ヤマハ CF-ⅢS） １台 4,000 

指揮者台 １台 200 



１３ 

指揮者用譜面台 １台 100 

演奏者用譜面台 １台 50 

コントラバス用椅子 １脚 50 

平台 １枚 100 

箱馬 １台 20 

木台 １個 20 

開き足 １台 50 

金屏風 1双 1,050 

緋毛氈 １枚 210 

上敷 １枚 170 

高座用座布団 １枚 100 

リノリウム １式 2,200 

音響反射板 １式 3,300 

国旗・市旗 １式 120 

紗幕 １張 970 

ヘイズマシン １台 2,040 

ホール照明設備 調光装置 １式 2,200 

スポットライト 1kw １台 150 

スポットライト 500w １台 100 

エリプソイダルリフレクター（ゴボ込み） １台 150 

LED パーライト １台 300 

ピンスポットライト １台 1,650 

ボーダーライト １列 1,100 

ロアーホリゾントライト １列 1,100 

アッパーホリゾントライト １列 1,100 

ミラーボール １台 550 

ゴボローテーター １台 200 

波マシン １台 200 

照明ハイスタンド １台 150 

照明スタンド １台 100 

平置きベース １台 50 

カラーフィルター １枚 20 

ホール音響設備 

 

拡声装置 １式 2,200 

舞台袖音響卓（移動卓） １台 770 

移動型スピーカー １台 550 

ダイレクトボックス １台 220 



１４ 

ワイヤレスマイク装置 １台 1,100 

ワイヤレスマイク １本 520 

コンデンサマイク １本 660 

ダイナミックマイク １本 440 

マイクスタンド（床上） １台 160 

マイクスタンド（卓上） １台 120 

スピーカースタンド １本 160 

三点吊りマイク １式 880 

音響関係回路 １回路 100 

                                  」に、 

「 

ホール各種設備 ピアノ（スタインウェイＤ－274） １台 8,000 

ピアノ（ヤマハＣＦ－ⅢＳ） １台 4,000 

コントラバス用椅子 １脚 50 

スタッキング椅子 １脚 20 

ホワイトボード １台 200 

電子レンジ １台 100 

展示パネル １枚 110 

冷蔵庫 １枚 100 

シャワー設備 １室 800 

白布 １枚 330 

案内板 １枚 50 

空気清浄機 １台 100 

電源使用料（持込器具の場合） １ｋｗ 100 

会議室各種設備 音響ワゴン １式 550 

演台（小） １台 410 

ワイヤレスアンプ １台 330 

プロジェクター １台 550 

スクリーン １台 330 

タッチディスプレイ １台 700 

空気清浄機 １台 100 



１５ 

                                  」を 

「 

ホール各種設備 テーブル １台 100 

スタッキング椅子 １脚 20 

ホワイトボード １台 200 

電子レンジ １台 100 

展示パネル １枚 110 

冷蔵庫 １台 100 

シャワー設備 １室 800 

白布 １枚 50 

案内板 １枚 50 

電源使用料（持込器具の場合） １kw 100 

会議室各種設備 音響ワゴン １式 550 

演台（小） １台 200 

ワイヤレスアンプ １台 330 

ノートパソコン １台 550 

プロジェクター １台 550 

スクリーン １台 330 

タッチディスプレイ １台 700 

展示台 １式 550 

                                  」に改める。 

 様式第８号中「○印」を削る。 

   附 則 

 この規則は、令和４年７月 10 日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



１６ 

報  告  事  項 

教育総務課

行事 報告
4 月 28 日（木） 中学校体育祭（第二中） 第二中学校
5 月 6 日（金） 定例校長会 第一会議室
5 月 9 日（月） 通級担当者・就学支援担当者説明会 保健相談センター講堂

とっとり学力学習状況調査（小学校） 各小学校
5 月 10 日（火） とっとり学力学習状況調査（中学校） 各中学校

第三中学校区学校運営協議会 第三中学校
5 月 14 日（土） 中学校体育祭（第一中･第三中） 第一中学校･第三中学校
5 月 21 日（土） 小学校運動会（中浜小） 中浜小学校
5 月 24 日（火） 宿泊研修～25日（余子小） 大山青年の家
5 月 25 日（水） 宿泊研修～26日（渡小） 　　 〃
5 月 26 日（木） 宿泊研修～27日（外江小） 　　 〃

行事 予定
6 月 1 日（水） 定例校長会 第一会議室
6 月 2 日（木） 中学校西部地区総合体育大会（～5日･11日･16日） 西部地区各会場
6 月 5 日（日） サマーブラスコンサート 米子市公会堂
6 月 6 日（月） 第１回人権教育主任連絡協議会 保健相談センター健康相談室

6 月 7 日（火） ６月定例市議会（～28日） 議場
6 月 19 日（日） 教員採用試験（小学校･中学校･特別支援学校） 県教育センター他
6 月 26 日（日） 教員採用試験（高等学校･養護） 　　　　〃
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報  告  事  項 

  生涯学習課 

 

行 事 報 告 

５月１０日（火） 定例公民館長会            第１会議室 

  １８日（水） スタインウェイピアノお披露目コンサート 

チケット販売開始 

  ２３日（月） 地域・学校連携担当者等研修会     保健相談センター 

 

行 事 予 定 

 ５月３１日（火） 市ピアノコンクール申込締切 

          中浜小学校草取りお助け隊       中浜小学校 

６月 ２日（木） 定例公民館長会            保健相談センター 

５日（日） 境港市ボッチャ大会          第２市民体育館 

７日（火） 境港市議会定例会（～２８日）     議場 

９日（木） スポーツ推進委員定例会        余子公民館 

   ２５日（土） 図書館リサイクル市          誠道小学校 

２９日（水） 地域学校協働本部運営委員会      第１会議室 
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1 入館利用者の状況

（１）

◇１日平均

開館日数 0 日 13.3 日 本年度 ３年間平均

入館者数 0 人 2,484 人 0.0 127.3

(2) 登録者数及び貸出利用者数

一　 般 0 人 7,916 人 0 人

高校生 0 444 0

中学生 0 651 0

小学生 0 3,601 0

幼　 児 0 1,354 0

小　 計 0 13,966 0

団   体 0 112 17

0 14,078 17

前月末 14,078 前年4月 2,137

（３） 図書貸出し状況

一般書 758 冊 団体貸 1,490 冊

雑　 誌 596 ○学校図書室 200 冊

児童書 136 市内小学校 200

AV（オーディオビジュアル） 0 市内中学校 0

合　 計 1,490

○その他の団体 1290 冊

前々年 4月 5,050 県立図書館 0 181

前年 4月 9,186 市町村図書館 0 174

３年間平均 5,242 155 180

外江公民館 150 100

160 0

190

2 館内業務の状況

（１） 館報の発行

（２） 月例行事の開催

①「絵本とおはなしの部屋」 中止

②「絵本と紙芝居を楽しむ会」 中止

③「境港の古文書を読む会」 第2・4土曜日（9・23日） 10：00~12:00 上道公

④「みんなで楽しく『万葉集』を読もう」 14：00~15:00 上道公

➄「おしゃべりたんぽぽおはなし会」 中止

⑥「読み聞かせ・かみしばい・英語」 中止

⑦「大人のための英語の多読教室」 中止

3 その他 （○市内行事、●市外行事、＊その他）

〇 市学校図書館職員との連絡協議会（館長・副館長） 4日10:15~11:00 保健相談センター

〇 ホームページ研修（全職員） 8日10:00~11:00 本館

〇 音読教室（館長） 13日9：30～10：15 上道公

〇 音読教室（館長・職員） 15日10：00~10：45 渡公

● 西部地区社会教育担当者研究協議会総会の講演会講師（副館長） 15日13:00~16:00 ヴィレステひえづ

〇 ブックスタート（館長） 19日13：00~14:00 保健相談センター

〇 図書館視察（全職員） 21日9：00~13：30 キナルなんぶ

〇 音読教室（館長） 27日9：30～10：15 上道公

● 県図書館大会に向けての第2回役員会（館長） 27日13:30~15:00 本館（リモート参加）

〇 境高2年生6名境考学フィールド学習のため来館（館長・副館長） 27日15：30~16：30 本館

〇 中浜公民館主催講演会（副館長） 28日14：00~15：00 中浜公

境港市民図書館だより4月号

第1・3土曜日(2・16日）

余子公民館

中浜公民館

渡公民館 誠道公民館

幸朋苑

境公民館

上道公民館

新規　 累計

合   計

登録者数 貸出し利用者数

報　告　事　項

境港市民図書館

令和4年4月の入館状況

本年度 ３年間平均


